
 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

    

大田市立病院では、薬学部の５，６年生を対

象とした奨学金制度を設けています。 

卒業後、一定期間当院に薬剤師として勤務し

ていただくと、奨学金の返還が免除されます。 

令和７年度 大田市立病院 

『薬学生奨学金制度』のご案内 

―  制 度 概 要  － 

◆ 対 象 者 全国の大学薬学部の５年生または６年生の方で、薬剤師免許取得後直ちに 

大田市立病院で薬剤師業務に従事する意思のある方 

◆ 受付期間 令和７年４月２１日(月)から令和７年５月２６日(月)まで 

◆ 貸与期間 本人の希望により、５年生または６年生のいずれか１年間、 

または５年生及び６年生の２年間 

◆ 貸与人員  ２名 

◆ 貸 与 額 月額 １００，０００円 

◆ 貸与中止 退学等の場合は、貸与を中止します。 

◆ 返還免除 卒業後２年以内に薬剤師免許を取得し、直ちに大田市立病院にて引き続き 

貸与期間に相当する期間薬剤師業務に従事した場合は全額免除となります。 

※ 申請方法等、詳細は募集要項をご覧ください。 

【お申込み・お問合わせ先】 

 大田市立病院 事務部総務課 奨学金担当 

〒694-0063 島根県大田市大田町吉永 1428-3 

Tel  0854-82-0330  /  Fax  0854-84-7749  

E-mail  soumu@ohda-hp.ohda.shimane.jp 


